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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　三次元物体を製造するプロセスであって、
　その外部領域が、二次元形態の領域部分が最初にフラットベースプレート（５）上に層
別成形プロセスによって製造される少なくとも１つの領域部分を含み、
　Ｉ）第１の層（６）の製造のために、層別成形プロセスによって、少なくとも１つの硬
化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂を流動可能な形態で材料ラインの形態でフラットベー
スプレート（５）上に塗布するステップと、
　ＩＩ）層別成形プロセスによって製造された前記第１の層（６）上に第２の層（７）を
塗布するステップと、
　ＩＩＩ）ステップＩＩ）のように製造された１～１９８のさらなる層を塗布するステッ
プであって、この場合、新たな層がそれぞれの先行する層上に各々塗布されるステップと
、
　ＩＶ）前記層を硬化するステップと、
　Ｖ）前記フラットベースプレート（５）から硬化領域部分を分離するステップと、
　ＶＩ）三次元物体を得るために、深絞りまたは熱成形によって前記硬化領域部分を成形
するステップとを含み、
　少なくとも１つの層は、ＥＮＩＳＯ５２７－１（１９９６年４月の最新号、２０１２年
２月の最新版）に基づく硬化状態での弾性率が各々５００ＭＰａ以上の少なくとも１つの
硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂を、流動可能な形態で材料ラインの形態で基板上に
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塗布することによって製造される、プロセス。
【請求項２】
　三次元物体を製造するプロセスであって、
　その外部領域が、二次元形態の領域部分が最初にフラットベースプレート（５）上に層
別成形プロセスによって製造される少なくとも１つの領域部分を含み、
　ｉ）層（６）の製造のために、層別成形プロセスによって、硬化状態での弾性率が各々
５００ＭＰａ以上の少なくとも１つの硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂を、流動可能
な形態で材料ラインの形態でフラットベースプレート（５）上に塗布し、前記層は切欠き
を有する、または有しない密着領域をもたらすステップと、
　ｉｉ）前記層を硬化するステップと、
　ｉｉｉ）前記フラットベースプレート（５）から硬化領域部分を分離するステップと、
　ｉｖ）三次元物体を得るために、深絞りまたは熱成形によって前記硬化領域部分を成形
するステップと、を含むプロセス。
【請求項３】
　層別成形プロセスが熱溶解積層方式、インクジェット印刷、およびフォトポリマージェ
ッティングからなる群から互いに独立して選択されることを特徴とする請求項１または２
に記載のプロセス。
【請求項４】
　前記材料ラインが、前記フラットベースプレート（５）上に、液滴の形態で塗布される
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載のプロセス。
【請求項５】
　ステップＩ）～ＩＩＩ）において、ノズルからの物質混合物の排出温度が８０℃～４２
０℃の範囲にあることを特徴とする請求項１に記載のプロセス。
【請求項６】
　前記フラットベースプレートは加熱され、前記フラットベースプレートの加熱温度は２
０℃～２５０℃の範囲にあることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載のプロ
セス。
【請求項７】
　硬化状態での弾性率が各々５００ＭＰａ以上の硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂は
、熱可塑性ポリウレタン（ＴＰＵ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリアミド（ＰＡ）、
ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、シク
ロオレフィンコポリエステル（ＣＯＣ）、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポ
リエーテルアミドケトン（ＰＥＡＫ）、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）、ポリイミド（Ｐ
Ｉ）、ポリプロピレン（ＰＰ）およびポリエチレン（ＰＥ）、アクリロニトリル－ブタジ
エン－スチレン（ＡＢＳ）、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ
）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリオキシメチレン（ＰＯＭ）
、ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）、ポリアクリレート、およびセルロイドからなる群か
ら選択されることを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載のプロセス。
【請求項８】
　同一の硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂が全ての層において使用されることを特徴
とする請求項１～７のいずれか一項に記載のプロセス。
【請求項９】
　少なくとも１つの層が他の硬化性ポリマーおよび硬化反応性樹脂を含むことを特徴とす
る請求項１、および請求項３～７のいずれか一項に記載のプロセス。
【請求項１０】
　硬化状態での弾性率が各々５００ＭＰａ以上の硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂が
、全ての層において使用されることを特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載のプ
ロセス。
【請求項１１】
　硬化状態での弾性率が各々５００ＭＰａ未満の硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂が
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、少なくとも１つの層において使用されることを特徴とする請求項１、請求項３～７およ
び請求項９のいずれか一項に記載のプロセス。
【請求項１２】
　硬化状態での弾性率が各々５００ＭＰａ未満の硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂が
、前記第１の層において使用されることを特徴とする請求項１に記載のプロセス。
【請求項１３】
　硬化状態での弾性率が各々５００ＭＰａ未満の硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂が
、最終層において使用されることを特徴とする請求項１１または１２に記載のプロセス。
【請求項１４】
　前記三次元物体が、携帯電話の外郭構造、３Ｄ外形を有する器具の筐体、表面構造を備
えたパッケージまたは家具、自動車のＡ、ＢまたはＣピラー、自動車のルーフモジュール
またはダッシュボード、シート外郭構造、フィルタバスケット、硬質コルセットまたは整
形器具などの医療製品、プロテクタ、制振要素、またはフレームワーク構造を有する軽量
構造であることを特徴とする請求項１～１３のいずれか一項に記載のプロセス。
【請求項１５】
　前記第１の層がインターレイに塗布され、前記第１の層の材料ラインが前記インターレ
イに結合し、その結果、前記インターレイは前記領域部分の一部となり、前記三次元物体
の一部となることを特徴とする請求項１に記載のプロセス。
【請求項１６】
　ユーザのために適切に設計されたプロテクタを製造するプロセスであって、
　ａ）ユーザの関連する身体領域形状データを決定するステップと、
　ｂ）領域部分の製造のために３Ｄ身体領域形状データを変換するために計算するステッ
プと、
　ｃ）請求項１～１３のいずれか一項に記載のプロセスにおける三次元物体を製造するス
テップであって、三次元成形が、前記ステップａ）に基づく前記ユーザの身体領域形状デ
ータに従って深絞りまたは熱成形によって行われるステップ、
　を含むプロセス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に、弾性率が５００ＭＰａ以上であるポリマーからなる三次元製品の製造
プロセスであって、一般に使用される迅速プロトタイププロセス（積層造形）によって製
造される二次元プラスチック部品を熱成形または深絞りして三次元物体を得る製造プロセ
スに関する。
【背景技術】
【０００２】
　これらの二次元プラスチック部品は、例として、携帯電話の外郭構造、例えば３Ｄ外形
を有する電気器具の筐体、表面構造を備えたパッケージまたは家具、Ａ、ＢまたはＣ柱状
物、自動車のルーフモジュールまたはダッシュボード、シート外郭構造、フィルタバスケ
ット、硬質コルセットまたは整形器具などの医療製品、プロテクタ、制振要素、およびフ
レームワーク構造を有する軽量構造に使用することができる。
【０００３】
　層別に構成された部品およびこれらの製造プロセスは、積層造形または生成製造プロセ
ス（急速プロトタイピング、急速製造または急速ツーリングとも称する）から知られてい
る。これらのプロセスの例は、例えば、国際公開第００／２６０２６号パンフレット、独
国特許第１０２００４０１４８０６号明細書、独国特許第１０２００７００９２７７号明
細書、国際公開第２０１４／０１５０３７号パンフレット、国際公開第２０１４／１００
４６２号パンフレットまたは欧州特許第２９３０００９号明細書に記載されているような
選択的レーザー焼結および三次元印刷である。
【０００４】
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　三次元部品の製造のための他の生成プロセスおよび装置は、例として、欧州特許第０４
２９１９６号明細書、独国実用新案第９２１８４２３号明細書、独国特許第１９５１５１
６５号明細書または独国特許第１０１２７３８３号明細書から知られている。
【０００５】
　剛性三次元製品の製造のための公知のプロセスの例は、射出成形プロセス、フラット箔
の深絞り成形、熱成形、パリソンのブロー成形、ブロックからのフライス加工である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第００／２６０２６号パンフレット
【特許文献２】独国特許第１０２００４０１４８０６号明細書
【特許文献３】独国特許第１０２００７００９２７７号明細書
【特許文献４】国際公開第２０１４／０１５０３７号パンフレット
【特許文献５】国際公開第２０１４／１００４６２号パンフレット
【特許文献６】欧州特許第２９３０００９号明細書
【特許文献７】欧州特許第０４２９１９６号明細書
【特許文献８】独国実用新案第９２１８４２３号明細書
【特許文献９】独国特許第１９５１５１６５号明細書
【特許文献１０】独国特許第１０１２７３８３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、先行技術の欠点を少なくともある程度まで克服することである。
【０００８】
　本発明の他の目的は、三次元物体、例を挙げると、大きな表面積、高い安定性、および
厚さが薄い物体、例えばコルセットの製造のための、新規かつ迅速かつ簡単なプロセスを
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、トポロジー法を用いることによって、大きな表面積を有し、薄い外壁を有す
る多くの部品を、密着した「２次元」形態に数学的に変換することが可能であるという発
見に基づいている。三次元物体のトポロジーは、それぞれ個々に適切に設計された構造を
有する二次元形態の成形によって容易に製造することができる。
【００１０】
　第１の態様は、三次元物体の製造のための本発明のプロセスを提供し、その外部領域が
、二次元形態の領域部分が最初にフラットベースプレート上に積層造形プロセス（層別成
形プロセス）によって製造される少なくとも１つの領域部分を含み、Ｉ）第１の層の製造
のために、層別成形プロセスによって、少なくとも１つの硬化性ポリマーまたは硬化反応
性樹脂を流動可能な形態で材料ラインの形態でフラットベースプレート上に塗布するステ
ップと、ＩＩ）層別成形プロセスによって、好ましくはステップＩ）のように層別成形プ
ロセスによって製造された第１の層上に第２の層を塗布するステップと、ＩＩＩ）ステッ
プＩＩ）のように製造された１～１９８のさらなる層を必要に応じて塗布するステップで
あって、この場合、新たな層がそれぞれの先行する層上に各々塗布されるステップと、Ｉ
Ｖ）層を硬化するステップと、Ｖ）フラットベースプレートから硬化領域部分を分離する
ステップと、ＶＩ）三次元物体を得るために、深絞りまたは熱成形によって前記硬化領域
部分を成形するステップと、を含み、少なくとも１つの層は、ＥＮＩＳＯ５２７－１（１
９９６年４月の最新号、２０１２年２月の最新版）に基づく硬化状態での弾性率が各々５
００ＭＰａ以上の少なくとも１つの硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂を、流動可能な
形態で材料ラインの形態で基板上に塗布することによって製造される。
【００１１】
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　一実施形態は、三次元物体の製造のための本発明のプロセスを提供し、その外部領域が
、二次元形態の領域部分が最初にフラットベースプレート（５）上に積層造形プロセス（
層別成形プロセス）によって製造される少なくとも１つの領域部分を含み、Ｉ）第１の層
の製造のために、層別成形プロセスによって、ＥＮＩＳＯ５２７－１（１９９６年４月の
最新号、２０１２年２月の最新版）に基づく硬化状態での弾性率が各々５００ＭＰａ以上
の少なくとも１つの硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂を、流動可能な形態で材料ライ
ンの形態でフラットベースプレート上に塗布するステップと、ＩＩ）層別成形プロセスに
よって、好ましくはステップＩ）のように層別成形プロセスによって製造された第１の層
上に第２の層を塗布するステップと、ＩＩＩ）ステップＩＩ）のように製造された１～１
９８のさらなる層を必要に応じて塗布し、この場合、新たな層がそれぞれの先行する層上
に各々塗布されるステップと、ＩＶ）層を硬化するステップと、Ｖ）フラットベースプレ
ートから硬化領域部分を分離するステップと、ＶＩ）三次元物体を得るために、深絞りま
たは熱成形によって前記硬化領域部分を成形するステップとを含む。
【００１２】
　第２の態様は、三次元物体の製造のための本発明のプロセスを提供し、その外部領域が
、二次元形態の領域部分が最初にフラットベースプレート上に積層造形プロセス（層別成
形プロセス）によって製造される少なくとも１つの領域部分を含み、ｉ）層の製造のため
に、層別成形プロセスによって、ＥＮＩＳＯ５２７－１（１９９６年４月の最新号、２０
１２年２月の最新版）に基づく硬化状態での弾性率が各々５００ＭＰａ以上の少なくとも
１つの硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂を、流動可能な形態で材料ラインとして、フ
ラットベースプレート上に塗布し、層は切欠き（例えば、ハニカムの形状）を有する、ま
たは有しない密着領域をもたらすステップと、ｉｉ）層を硬化するステップと、ｉｉｉ）
フラットベースプレートから硬化領域部分を分離するステップと、ｉｖ）三次元物体を得
るために、深絞りまたは熱成形によって前記硬化領域部分を成形するステップとを含む。
【００１３】
　２つの態様およびそれらの好ましい実施形態の他の好ましい実施形態は、層別成形プロ
セスが溶解層形成（熱溶解積層方式（ＦＦＦ））、インクジェット印刷、またはフォトポ
リマージェッティングである本発明のプロセスを提供する。
【００１４】
　第１の態様およびその好ましい実施形態の他の好ましい実施形態は、ステップＩ）にお
ける層別成形プロセスが溶解層形成（熱溶解積層方式（ＦＦＦ））、インクジェット印刷
、またはフォトポリマージェッティングであるプロセスを提供する。
【００１５】
　第２の態様およびその好ましい実施形態の他の好ましい実施形態は、ステップｉ）にお
ける層別成形プロセスが溶解層形成（熱溶解積層方式（ＦＦＦ））、インクジェット印刷
、またはフォトポリマージェッティングであるプロセスを提供する。
【００１６】
　第１の態様およびその好ましい実施形態の他の好ましい実施形態は、ステップＩ）、Ｉ
Ｉ）およびＩＩＩ）における層別成形プロセスがそれぞれ同じであり、溶解層形成（熱溶
解積層方式（ＦＦＦ））、インクジェット印刷、およびフォトポリマージェッティングか
らなる群から選択される。
【００１７】
　２つの態様およびそれらの好ましい実施形態の他の好ましい実施形態は、ステップＩ）
～ＩＩＩ）において、ノズルからの物質混合物の排出温度が８０℃～４２０℃の範囲にあ
るプロセスを提供する。
【００１８】
　２つの態様およびそれらの好ましい実施形態の他の好ましい実施形態は、ベースプレー
トは加熱され、ベースプレートの加熱温度は２０℃～２５０℃の範囲にあるプロセスを提
供する。
【００１９】
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　２つの態様およびそれらの好ましい実施形態の他の好ましい実施形態は、硬化状態での
弾性率が各々５００ＭＰａ以上の硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂は、熱可塑性ポリ
ウレタン（ＴＰＵ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリアミド（ＰＡ）、ポリエチレンテ
レフタレート（ＰＥＴ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、シクロオレフィンコ
ポリエステル（ＣＯＣ）、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリエーテルアミ
ドケトン（ＰＥＡＫ）、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）（例えば、Ｕｌｔｅｍ（登録商標
））、ポリイミド（ＰＩ）、ポリプロピレン（ＰＰ）およびポリエチレン（ＰＥ）、アク
リロニトリル－ブタジエン－スチレン（ＡＢＳ）、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリメチルメタ
クリレート（ＰＭＭＡ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリオキ
シメチレン（ＰＯＭ）、ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）、ポリアクリレート、およびセ
ルロイドからなる群から選択され、好ましくはＴＰＵ、ＰＡ、ＰＥＩ、およびＰＣからな
る群から選択され、特に好ましくはＴＰＵおよびＰＣから選択されるプロセスを提供する
。
【００２０】
　２つの態様およびそれらの好ましい実施形態の他の好ましい実施形態は、同一の硬化性
ポリマーまたは硬化反応性樹脂が全ての層において使用されるプロセスを提供する。
【００２１】
　第１の態様およびその好ましい実施形態の他の好ましい実施形態は、少なくとも１つの
層が他の硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂を含むプロセスを提供する。
【００２２】
　２つの態様およびそれらの好ましい実施形態の他の好ましい実施形態は、硬化状態での
弾性率が各々５００ＭＰａ以上の硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂が、全ての層にお
いて使用されるプロセスを提供する。
【００２３】
　第１の態様およびその好ましい実施形態の他の好ましい実施形態は、硬化状態での弾性
率が各々５００ＭＰａ未満の硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂が、少なくとも１つの
層において使用されるプロセスを提供する。
【００２４】
　第１の態様およびその好ましい実施形態の他の好ましい実施形態は、硬化状態での弾性
率が各々５００ＭＰａ未満の硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂が第１の層において使
用されるプロセスを提供する。
【００２５】
　第１の態様およびその好ましい実施形態の他の好ましい実施形態は、硬化状態での弾性
率が各々５００ＭＰａ未満の硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂が、最終層において使
用されるプロセスを提供する。
【００２６】
　２つの態様およびそれらの好ましい実施形態の他の好ましい実施形態は、少なくとも１
つの硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂が、流動性および硬化性物質混合物の形態で層
の塗布に使用されるプロセスを提供する。
【００２７】
　２つの態様およびその好ましい実施形態の他の好ましい実施形態は、少なくとも１つの
硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂が、少なくとも２つの異なる流動性および硬化性物
質混合物の形態で層の塗布に使用されるプロセスを提供する。
【００２８】
　２つの態様およびそれらの好ましい実施形態の他の好ましい実施形態は、硬化が、熱可
塑性物質の冷却によって、低温または高温重合によって、重付加、重縮合、付加または縮
合によって、または電磁放射によって開始される重合によって達成されるプロセスを提供
する。
【００２９】
　２つの態様およびその好ましい実施形態の他の好ましい実施形態は、硬化が、噴射ノズ



(7) JP 6929794 B2 2021.9.1

10

20

30

40

50

ル（３）のすぐ下流に位置するＵＶまたはＩＲ光源によって達成されるプロセスを提供す
る。
【００３０】
　２つの態様およびその好ましい実施形態の他の好ましい実施形態は、三次元物体が、携
帯電話の外郭構造、例えば電気器具（前記器具は３Ｄ外形を有する）の筐体、表面構造を
備えたパッケージまたは家具、Ａ、ＢまたはＣ柱状物、自動車のルーフモジュールまたは
ダッシュボード、シート外郭構造、フィルタバスケット、硬質コルセットまたは整形器具
などの医療製品、プロテクタ、制振要素、またはフレームワーク構造を有する軽量構造で
あるプロセスを提供する。
【００３１】
　第１の態様およびその好ましい実施形態の好ましい実施形態は、複数の個々の材料ライ
ンが、異なる厚さを有する第１の層の材料ラインの横方向または塗布方向に堆積されるプ
ロセスを提供する。
【００３２】
　２つの態様およびそれらの好ましい実施形態の他の好ましい実施形態は、少なくとも１
つの硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂が、流動性および硬化性物質混合物の形態で層
の塗布に使用され、または少なくとも１つの硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂が、少
なくとも２つの異なる流動性および硬化性物質混合物の形態で層を塗布するために使用さ
れ、物質混合物は、ポリアミド繊維、ガラス繊維、炭素繊維またはアラミド繊維から選択
される補強繊維からなる群から選択される少なくとも１つのフィラーを含むか、または、
無機またはセラミックナノ粉末、金属粉末またはプラスチック粉末、またはカーボンブラ
ックから選択される補強粒子を含み、および有機および無機顔料を含むプロセスを提供す
る。
【００３３】
　第１の態様またはその他の好ましい実施形態の他の好ましい実施形態は、新しい層の材
料ラインが前記層上に塗布され、最終的な硬化がその上に堆積された（１または複数の）
材料ラインの硬化と一緒に行われる場合に、層の材料ラインが部分的にのみ硬化するプロ
セスを提供する。
【００３４】
　他の態様は、ユーザのために適切に設計されたプロテクタを製造するプロセスを提供し
、プロセスは、ａ）ユーザの関連する身体領域形状データを決定するステップと、ｂ）１
つまたは２つの態様のプロセスによるステップＩ）～Ｖ）またはｉ）～ｉｉｉ）に従って
領域部分の製造のために３Ｄ身体領域形状データを変換するために計算するステップと、
ｃ）請求項１～１３のいずれか一項に記載のプロセスにおける三次元物体を製造するステ
ップであって、ステップＶＩ）またはステップｉｖ）、すなわち三次元成形が、前記ステ
ップａ）に基づくユーザの身体領域形状データに従って深絞りまたは熱成形によって行わ
れるステップを含む。
【００３５】
　身体領域形状データと３Ｄ身体領域形状データという表現は、同義語として使用される
。
【００３６】
　他の態様は、本発明のプロセスによって得ることができるプロテクタを提供する。
【００３７】
　単数形の表現「１つの（ａ／ａｎ）」は、一般に「少なくとも１つ」、すなわち「１つ
以上」を意味する。当業者であれば、特定の状況において意味は単数、すなわち「１」で
なければならず、それぞれ、ある実施形態では単数形の表現「１つの（ａ／ａｎ）」はま
た、「１」を同時に含むことを理解するであろう。
【００３８】
　本発明のプロセスまたは本発明のプロセスによって製造される生成物について本明細書
に記載された好ましい実施形態の全ては、それらが自然法則に違反しない限り、互いに組
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み合わせることができる。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　３Ｄ印刷プロセス
　「積層造形」という表現は、当業者に知られており、設計データに基づいてサンプル部
品を迅速に製造するための様々なプロセスの一般的な表現である。
【００４０】
　本明細書で使用する「流動性／流動性および硬化性物質混合物を使用する層別成形プロ
セス」という表現は、好ましくはＦＦＦを称するが、流動性および硬化性物質混合物を使
用する任意の他の公知の３Ｄ印刷プロセス、例えば、フォトポリマージェッティング（ｈ
ｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｕｓｔｏｍｐａｒｔｎｅｔ．ｃｏｍ／ｗｕ／ｊｅｔｔｅｄ－ｐｈ
ｏｔｏｐｏｌｙｍｅｒ；０４．０８．２０１５）またはインクジェット印刷プロセス（ｈ
ｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｕｓｔｏｍｐａｒｔｎｅｔ．ｃｏｍ／ｗｕ／ｉｎｋ－ｊｅｔ－ｐ
ｒｉｎｔｉｎｇ；０４．０８．２０１５）と称することもできる。
【００４１】
　本明細書で使用される「熱溶解積層方式」（ＦＦＦ；溶融積層、時にはプラスチックジ
ェット印刷（ＰＪＰ）とも称する）という表現は、積層造形部門に由来し、可融性プラス
チックから層別にワークピースを構成することができる製造プロセスを意味する。図１は
、ＦＦＦプロセスのためのセットアップの図である。プラスチックは、繊維などのさらな
る添加の有無にかかわらず使用することができる。ＦＦＦ用の機械は、３Ｄプリンタとし
て分類される。このプロセスは加熱を使用して、プラスチックまたはワックス材料をワイ
ヤの形態で液化する。材料は、最終的に冷却されると凝固する。材料は、製造面に対して
自由に動かすことができる加熱ノズルを用いて、押出によって塗布される。ここで、製造
面が固定されている、ノズルが自由に移動可能である、またはノズルが固定され、基板テ
ーブル（製造面を有する）が移動可能である、またはノズルと製造面の両方の要素が移動
できる、という場合が考えられる。基板とノズルとが互いに対して移動する速度は、好ま
しくは１～６０ｍｍ／ｓの範囲である。層の厚さは、各用途に必要とされるように、０．
０２５～１．２５ｍｍの範囲であり、ノズルからの材料の流れの排出直径（ノズル出口直
径）は、典型的には少なくとも０．０５ｍｍである。層別のモデル製造における個々の層
は、このように結合して複雑な部品を与える。製品は、通常、作動平面がラインごとに繰
り返して横断され（層の形成）、次に作動平面が上方に「スタックを形成する」ように移
され（第１の面上に少なくとも１つのさらなる層の形成）、これにより層別に成形品が製
造されるように構築される。
【００４２】
　ここでノズルの設計は、好ましくは、材料の量が連続的にまたは液滴の形態で分配でき
るようになされる。材料の量は、液滴の形態で分配されることが好ましい。
【００４３】
　本発明のプロセスにおける３Ｄ印刷プロセスでは、ノズルはフラットベースプレート上
（第１の層が塗布される場合）、または前に塗布された層上に、塗布される材料フラメン
トの直径（ノズルの出口直径）の０．３～１倍、好ましくは、０．３～０．９倍、例えば
、０．３～０．８倍、０．４～０．８倍または０．５倍～０．８倍に相当する距離である
ことが好ましい。基板（基板はフラットベースプレートまたは前に塗布された層のいずれ
かである）からノズルまでの距離とノズルの出口直径との間のこの相関関係は、材料が所
定の加圧力で基板に押し付けられ、このようにして結果として生じる領域部分の層間によ
り良好な接着が製造されることを確かにする。
【００４４】
　本発明のプロセスにおいて使用される物質混合物は、ノズルのすぐ上流またはノズル内
で、少なくとも７５℃に加熱され、従って流動可能にされる。当業者は、公知の非晶質ポ
リマー／熱可塑性物質を流動可能にするために必要な温度範囲を認識している。液状物質
混合物が加熱される温度は、ノズルからの物質混合物の排出温度でもあり、８０℃～４２
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０℃、好ましくは１２０℃～４００℃の範囲（例えば、１６０℃～４００℃）、より好ま
しくは１８０℃～３６０℃の範囲である。
【００４５】
　本発明のプロセスでは、液状物質混合物が、互いに平行に延在する個々の材料ラインか
らなる、または互いに結合された材料ラインからなる密着領域からなる、またはハニカム
形態または他の形態の材料ラインによって形成された幾何学的形状からなる第１の層を製
造するための材料ラインの形態でノズルを介してフラットベースプレートに塗布される。
ここで材料ラインは、連続した材料のフィラメントまたは材料の複数のフィラメント（例
えば、個々の液滴）のいずれかからなることができ、これらは、互いに流れ込み、従って
連続的な材料ラインを形成するように作動平面上で互いに一緒に塗布される。材料ライン
の形態でノズルを出た後のここでの物質混合物の粘度は、結果として得られるラインの制
御されない流れを防止するのに十分に高い。
【００４６】
　既に他のところで説明したように、材料ラインは、液滴の形態でベースプレートまたは
前に塗布された層に塗布されることが好ましい。ポリマーまたは反応性樹脂の塗布に特に
適したプロセスは、ジェットフォトポリマーおよびインクジェット印刷である。ここで堆
積される隣接する液滴間の距離は、そこから密着構造の形成を可能にするのに十分に小さ
くすることができ、例えば、ハニカムの形態をとるかまたは他の形態をとる幾何学的形状
である。
【００４７】
　当業者は、ＦＦＦ、ジェットフォトポリマーまたはインクジェット印刷などのプロセス
で必要とされる粘度／ライン直径を認識している。
【００４８】
　フィラメントの直径（ノズル出口直径および材料の速度に比例する）に対するノズルと
基板との間の距離の比を使用することにより、ノズルから排出された材料（次いで合体す
るノズルから連続して排出される材料の連続するフィラメントまたは複数の材料のフィラ
メント）の流れの平坦化（従って、広がり）によって、材料ラインの塗布により、密着領
域または被覆されていない領域によって互いに分離された材料ラインを製造することがで
きる。第１の層が相互に横方向に接触していない材料ラインからなり、次の工程で第２の
層が第１の層上に塗布される場合、２つの層が互いに接着することを確実にするために、
接触点（例えば、交差点）または２つの領域の間の接触領域がなければならない。この場
合、本発明のプロセスでは、第１の層によって覆われた領域は、第１の層上に塗布された
第２の層を介して画定される。第１の層が互いに平行な材料ラインの形態で塗布され、第
２の層が第１の層に塗布されている場合には、第２の層の材料ラインの塗布方向の角度の
値（塗布方向と関連する定量値）は、第１の層の材料ラインの塗布方向に対して０°では
ない（従って、２つの層による細孔の形成を可能にする）、または第２の層の材料ライン
の塗布方向は、第１の層の材料ラインの塗布の方向と同じであるが、第２の層の材料ライ
ンは、第１の層の材料の隣接するラインの材料ラインの中心間の距離の約半分、好ましく
は距離の半分だけ変位させる。ここで第２の層の各ラインは、前記ラインと、前記ライン
の下にそれぞれ位置する第１の層の２つのラインとの間の接触をもたらすのに少なくとも
十分な幅を有さなければならない。材料ラインの変位は、２つの層を互いに結合させるこ
とにより、連続的な結合（細孔の形成なし）を確実にする。
【００４９】
　本発明の好ましい実施形態は、プロセスおよび本発明のプロセスによって製造された三
次元物体をそれぞれ提供し、少なくとも２つの層が一緒になって細孔を形成し、これらの
少なくとも２つの層によって形成される細孔のサイズが、細孔を形成する２つの層の最大
ライン厚の０．３倍～１０００倍である。好ましい実施形態では、細孔のサイズは、細孔
を形成する２つの層の最大ライン厚の０．３倍～５倍である。
【００５０】
　例として、例えばＦＦＦプロセスにおけるノズルと基板（フラットベースプレート、イ
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ンターレイまたは予め印刷された層）との間の距離、および（新）層の形成の間の相互の
材料ラインの距離は、（新）層の形成の間に密着領域が形成されないように本発明のプロ
セスで選択されることができるが、その代わりに、領域部分の層の全てが平行な材料ライ
ンから構成される。ここで層を形成する材料ラインの塗布方向の角度は、２つの層のうち
の第１の層の塗布方向に対して、２つの連続する層で０°ではない。少なくとも２つの連
続する層の場合の塗布方向の角度は、３０°～１５０°の範囲、例えば、４５°～１３５
°の範囲、または６０°～１２０°の範囲、または８５°～９５°または９０°の範囲に
あることが好ましい。当業者であれば、基板層の互いに平行な材料ラインのために、第２
の層のための基板の表面が局部的な凹凸を自然に示すので、第２の層の材料ラインの第１
の層への塗布方向に±５°までの変動が生じ得ることを理解するであろう。
【００５１】
　フラットベースプレート
　積層造形プロセスのためのフラットベースプレートは、当業者に公知である。フラット
ベースプレートは、従来技術または生成技術によって製造することができ、例として、ベ
ースプレートは、正確な寸法および形状、および非常に良好な表面品質の利点を有するよ
うにフライス加工することができる。フライス加工に利用できる様々な種類の材料があり
、その一例としては、Ｕｒｅｏｌ、木材またはアルミニウムである。特定の形状について
は、例えば、レーザー焼結を用いてベースを生成的に製造することができることが望まし
い。
【００５２】
　フラットベースプレートは、本発明のプロセスで製造された領域部分の表面の成形に役
立つ。従って、第１の層は、本発明のプロセスにおいて、フラットベースプレート上に直
接塗布することができ、あるいは、フラットベースプレートの表面の形状を本発明のプロ
セスの第１の層に転写する、例えば、繊維製品または箔のようなインターレイが存在し得
、第１の層が前記インターレイに塗布され、第１の層の材料ラインは前記インターレイに
結合し、従ってこのインターレイは領域部分の一部となり、従って三次元物体の一部とも
なる。
【００５３】
　フラットベースプレートの表面は、好ましくは、ガラス、カーボン、ポリプロピレン、
またはステンレススチール、またはテフロン（登録商標）またはポリイミドなどでコーテ
ィングされた表面からなり、あるいは、前記表面は、特に、表面上に印刷される物体の接
着を促進する接着性プライマー層を備え、それによって、印刷される所望の物体の歪みが
最小限に抑えられる。ここで接着層は、典型的には、適切な溶媒中に予め溶解され得る低
融点化合物である。当業者は非常に多様な接着促進剤を認識している。
【００５４】
　本発明の目的のための「フラットベースプレート」は、作動平面内で本質的に平坦であ
り、その上に、本発明の製造プロセスにおいて領域部分の第１の層が塗布される基板であ
る。「本質的に平坦」とは、３つの軸Ｘ、Ｙ、Ｚ（そのときＺは０である）を有するデカ
ルト座標系のＸＹ平面に基板が固定され、Ｚ軸にずれを示さない、またはその上に、材料
によって引き起こされるわずかなずれのみを示す（例えば、図２参照）ことを意味する。
ＸＹ方向に規定される平面についてのＺ方向のずれは、好ましくは３ｍｍ以下、より好ま
しくは１ｍｍ以下であるが、表面のＺ方向のずれが最大でも第１の層の最大層塗布厚さの
２倍以下（但し、最大３ｍｍ、好ましくは最大１ｍｍ）であることがさらに好ましく、表
面のＺ方向のずれが第１の層の最大層塗布厚さよりも小さいことが特に好ましく、ここで
、仮想ＸＹ平面における直交寸法のフラットベースプレートのサイズは、Ｚ平面における
最大ずれの少なくとも５倍、好ましくは１０倍、好ましくは５０倍、より好ましくは１０
０倍である。例として、２ｍｍの高さの差を有する円形フラットベースプレートの直径は
、少なくとも１ｃｍ、少なくとも２ｃｍ、少なくとも１０ｃｍ、または少なくとも２０ｃ
ｍであり、フラットベースプレートが正方形である場合、ベースプレートを形成する縁の
長さは、それぞれ少なくとも１ｃｍ、２ｃｍ、１０ｃｍまたは２０ｃｍである。
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【００５５】
　フラットベースプレートの形状は、ベースプレートが領域部分の第１の層のための基板
として機能する平坦な領域を有する限り、および前記ベースプレートがそのＸおよびＹ方
向の全てにおいて本発明の２次元の領域部分の第１の層の領域よりも大きい、または同じ
大きさである限り重要ではない。ベースプレートの形状は、対称、例えば、円形、長方形
、正方形など、または非対称とすることができる。
【００５６】
　好ましい実施形態では、フラットベースプレートは、第１の層の温度に関連した凝固に
よって材料の早期の硬化を遅延させるために加熱することができる。ベースプレートが加
熱される温度は、好ましくは２０℃～２５０℃の範囲、例えば３０℃～２５０℃、または
例えば４０℃～２００℃の範囲であり、例えば６０℃～２００℃または６０℃～１５０℃
である。しかし、フラットベースプレートが加熱される温度は、本発明のプロセスにおい
て流動性および硬化性物質混合物に流動性をもたらすために使用されるノズル－排出温度
を超えてはならない。加熱温度はノズル排出温度より少なくとも１０℃低いことが好まし
い。
【００５７】
　フラットベースプレートの加熱は、好ましくは、少なくとも、領域部分の第１の層の塗
布終了後、少なくとも１つの第２の層が第１の層上に塗布されるまで続けられる。
【００５８】
　物質混合物
　本発明の目的のための硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂は、単独で、または本発明
のプロセスにおける「流動性および硬化性物質混合物」の形態で使用することができる。
従って、「流動性および硬化性物質混合物」という表現は、少なくとも１つの硬化性ポリ
マーまたは少なくとも１つの硬化反応性樹脂、好ましくは、熱可塑性物質および少なくと
も１つの追加の物質、例えば、繊維、ＵＶ硬化剤、過酸化物、ジアゾ化合物、硫黄、安定
剤、無機充填剤、可塑剤、難燃剤、および酸化防止剤を含む物質混合物を称する。特に、
反応性樹脂の場合、２種以上の反応性樹脂の混合物は、予め混合することができ、または
基板上で混合することができる。後者の場合、塗布は異なるノズルから行われることが例
として可能である。流動性および硬化性物質混合物は、それらの性質が異なり得るが、本
発明のプロセスの条件下で、低粘度または高粘度の押出可能なプラスチック組成物または
液体の印刷可能なプラスチック組成物でなければならない。これらは、熱可塑性物質、シ
リコーン、未加硫ゴムまたはその他の硬化反応性樹脂であり得る（硬化反応性樹脂の好ま
しい生成物は熱可塑性物質である）。
【００５９】
　熱可塑性物質は、例として、熱可塑性ポリウレタン（ＴＰＵ）、ポリカーボネート（Ｐ
Ｃ）、ポリアミド（ＰＡ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリブチレンテレ
フタレート（ＰＢＴ）、シクロオレフィンコポリエステル（ＣＯＣ）、ポリエーテルエー
テルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリエーテルアミドケトン（ＰＥＡＫ）、ポリエーテルイミド
（ＰＥＩ）（例えばＵｌｔｅｍ（登録商標））、ポリイミド（ＰＩ）、ポリプロピレン（
ＰＰ）およびポリエチレン（ＰＥ）、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン（ＡＢＳ
）、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリスチレン（ＰＳ
）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリオキシメチレン（ＰＯＭ）、ポリアクリロニトリル
（ＰＡＮ）、ポリアクリレート、およびセルロイドであり得、好ましくはＴＰＵ、ＰＡ、
ＰＥＩ、およびＰＣからなる群から選択され、特に好ましくはＴＰＵおよびＰＣから選択
される。
【００６０】
　本発明のプロセスにおける流動性および硬化性物質混合物、およびそれぞれ硬化性ポリ
マーまたは硬化反応性樹脂は、ポリマーおよび／または重合性オリゴマー、およびそれぞ
れ追加の物質、例えば、ポリイミド、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリブチ
レンテレフタレート（ＰＢＴ）、ケブラー繊維、ガラス繊維、アラミド繊維または炭素繊
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維、レーヨン、セルロースアセテート、および／または一般に使用される天然繊維（例え
ば、亜麻、麻、コイアなど）を含むまたは含まないモノマーであり得る。物質混合物はま
た、繊維のほかに、または繊維の代わりに、特に、例えばＳｉＯ２またはＡｌ２Ｏ３、Ａ
ｌＯＨ３、カーボンブラック、ＴｉＯ２、またはＣａＣＯ３からなる無機またはセラミッ
クナノ粉末、金属粉末またはプラスチック粉末から選択される補強粒子を含むこともでき
る。さらに、物質混合物は、例として、過酸化物、ジアゾ化合物および／または硫黄を含
むことができる。
【００６１】
　硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂を含む好ましい硬化性ポリマーまたは硬化反応性
樹脂または流動性および硬化性物質混合物は、本発明のプロセスで使用される場合、反応
して熱可塑性物質を与える熱可塑性ポリマーまたは反応性樹脂からなる／を含む。
【００６２】
　特に好ましいものは、本発明のプロセスにおける物質混合物であり、物質混合物は、熱
可塑性ポリウレタン（ＴＰＵ）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリアミド（ＰＡ）、ポリ
エチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、シクロオ
レフィンコポリエステル（ＣＯＣ）、ポリエーテルエーテルケトン（ＰＥＥＫ）、ポリエ
ーテルアミドケトン（ＰＥＡＫ）、ポリエーテルイミド（ＰＥＩ）（例えばＵｌｔｅｍ）
、ポリイミド（ＰＩ）、ポリプロピレン（ＰＰ）およびポリエチレン（ＰＥ）、アクリロ
ニトリル－ブタジエン－スチレン（ＡＢＳ）、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリメチルメタクリ
レート（ＰＭＭＡ）、ポリスチレン（ＰＳ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ポリオキシメ
チレン（ＰＯＭ）、ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）、ポリアクリレート、およびセルロ
イドを含む／からなる。ＴＰＵ、ＰＡ、ＰＥＩ、またはＰＣを含む／からなる物質混合物
が特に好ましく、ＴＰＵまたはＰＣを含む／からなる物質混合物が非常に特に好ましい。
【００６３】
　特に好ましい実施形態では、本発明のプロセスは、流動性および硬化性物質混合物また
は硬化性ポリマーとして、ＴＰＵ、ＰＣ、ＰＡ、ＰＶＣ、ＰＥＴ、ＰＢＴ、ＣＯＣ、ＰＥ
ＥＫ、ＰＥＡＫ、ＰＥＩ、ＰＰ、ＰＥ、ＰＡＮ、ＡＢＳ、ＰＬＡ、ＰＭＭＡ、ＰＳ　ＰＶ
Ｃ、ＰＯＭ、ＰＡＮ、ポリアクリレート、またはセルロイド（好ましくはＴＰＵ、ＰＣ、
ＰＡ、またはＰＥＩ、特に好ましくはＴＰＵまたはＰＣ）を、フィラメント、ペレットま
たは粉末の形態で使用する。他の好ましい実施形態では、ＴＰＵ、ＰＣ、ＰＡ、ＰＶＣ、
ＰＥＴ、ＰＢＴ、ＣＯＣ、ＰＥＥＫ、ＰＥＡＫ、ＰＥＩ、ＰＰ、ＰＥ、ＰＡＮ、ＡＢＳ、
ＰＬＡ、ＰＭＭＡ、ＰＳ　ＰＶＣ、ＰＯＭ、ＰＡＮ、ポリアクリレートまたはセルロイド
（好ましくはＴＰＵ、ＰＣ、ＰＡまたはＰＥＩ、特に好ましくはＴＰＵまたはＰＣ）から
なるこれらの流動性および硬化性物質混合物は、繊維（例えばガラス繊維）および／また
は補強粒子をさらに含み、可能な繊維は、２ｍｍ未満の短繊維および２ｍｍ超の長繊維で
ある。塗布される材料ラインの全長にわたって連続する「連続フィラメント繊維」を使用
することも可能である。本発明のプロセスにおける流動性および硬化性物質混合物の押出
中の繊維の存在は、材料ラインを縦方向に曲げる能力へのかなりの関連する影響なしで、
流動性および硬化性物質混合物からなる結果得られるラインの異方性強化をもたらす。好
ましく添加される繊維の量は、押出プラスチックに対して４０重量％までである。適切な
繊維は、例としてガラスフィラメント、石英フィラメント、炭素繊維または他の無機繊維
、または弾性率が１ＧＰａ以上の合成繊維、例えばケブラー繊維またはアラミド繊維であ
り得る。弾性係数は、典型的には、繊維の添加により１．５倍を超えて、特に好ましくは
２倍を超えて増加する。
【００６４】
　他の好ましい実施形態では、本発明のプロセスは、例としてＵＶ活性硬化を受けるか、
または互いにまたは空気との化学反応に入る硬化反応性樹脂を含む硬化反応性樹脂または
流動性および硬化性物質混合物を使用する。この場合の例は、２成分ポリウレタン（２Ｃ
　ＰＵ）、２成分エポキシド（２Ｃ　ＥＰ）、空気硬化またはフリーラジカル硬化性不飽
和ポリエステル、ならびに例えば、ビニル化合物およびアクリル化合物、ならびに様々な
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硬化メカニズムの組み合わせに基づいて当業者に知られているＵＶ硬化反応性樹脂のいず
れかである。
【００６５】
　本明細書で使用するポリマーおよび反応性樹脂に関する弾性率データは、明示的に別段
の定めがない限り、結晶（硬化）状態でのポリマーおよびそれぞれの反応性樹脂の弾性率
を称し、流動性および硬化性物質混合物の押出の条件下でのポリマーまたは反応性樹脂の
弾性率を称しない。
【００６６】
　ここで、弾性係数は、ＥＮ　ＩＳＯ５２７－１（１９９６年４月の最新号、２０１２年
２月の最新版）によって決定される。
【００６７】
　他の好ましい実施形態では、流動性および硬化性物質混合物（例えば、ＴＰＵ、ＰＣ、
ＰＡまたはＰＥＩ、特にそれぞれ繊維と混合されてもよいＴＰＵまたはＰＣ）において適
切な、本発明のプロセスにおける第１の層の製造のための、ポリマー、好ましくは熱可塑
性ポリマーの弾性率は、５００メガパスカル（ＭＰａ）以上、好ましくは１ＧＰａ（ギガ
パスカル）以上、より好ましくは５００ＭＰａ～５０ＧＰａ（例えば、１ＧＰａ～５０Ｇ
Ｐａの範囲）、さらに好ましくは５００ＭＰａ～３０ＧＰａ（例えば、１ＧＰａ～３０Ｇ
Ｐａの範囲）、５００ＭＰａ～２０ＧＰａの範囲、または１ＧＰａ～１０ＧＰａの範囲で
ある。これらの流動性および硬化性物質混合物の弾性率（押出プロセスの条件下で）は、
例として、繊維の使用のためにより高くなり得るが、ここで使用されるポリマーの弾性率
は常に少なくとも５００ＭＰａである。ノズルを通した押出を達成するまたは射出ヘッド
を通過する際の問題を回避するために、弾性率が２０ＧＰａ以下であることが好ましい。
【００６８】
　好ましい実施形態では、流動性および硬化性物質混合物（例えば、ＴＰＵ、ＰＡ、ＰＥ
ＩまたはＰＣ、好ましくはそれぞれ繊維と混合されてもよいＴＰＵまたはＰＣ）において
適切な、本発明のプロセスにおいて少なくとも１つのさらなる層を製造するための他のプ
ラスチックの弾性率は、少なくとも５００メガパスカル（ＭＰａ）、好ましくは８００Ｍ
Ｐａ、より好ましくは１ＧＰａ、さらに好ましくは１．５ＧＰａ、例えば５００ＭＰａ～
２０ＧＰａの範囲、または８００ＭＰａ～１０ＧＰａである。これらの流動性および硬化
性物質混合物の弾性率（押出プロセスの条件下で）は、例として、繊維の使用のためにプ
ラスチックの弾性率より高くすることができるが、ここで使用されるポリマーの弾性率は
、同じく少なくとも５００ＭＰａである。
【００６９】
　他の好ましい実施形態では、流動性および硬化性物質混合物（例えば、ＴＰＵ、ＰＣ、
ＰＡ、ＰＶＣ、ＰＥＴ、ＰＢＴ、ＣＯＣ、ＰＥＥＫ、ＰＥＡＫ、ＰＥＩ、ＰＰ、またはＰ
Ｅ、ＰＡＮ、ＡＢＳ、ＰＬＡ、ＰＭＭＡ、ＰＳ　ＰＶＣ、ＰＯＭ、ＰＡＮ、ポリアクリレ
ートまたはセルロイド（好ましくはＴＰＵ、ＰＣ、ＰＡまたはＰＥＩ、特に好ましくはそ
れぞれ繊維と混合されてもよいＴＰＵまたはＰＣ）において適切な、本発明のプロセスに
おける層を製造するための全てのプラスチックの弾性率は、少なくとも５００メガパスカ
ル（ＭＰａ）、好ましくは８００ＭＰａ、より好ましくは１．５ＧＰａ、例えば５００Ｍ
Ｐａ～２０ＧＰａの範囲、または８００ＭＰａ～１０ＧＰａの範囲である。これらの流動
性および硬化性物質混合物の弾性率（押出プロセスの条件下で）は、例として、繊維の使
用のために高くなり得るが、ここで使用されるポリマーの弾性率は同様に少なくとも５０
０ＭＰａである。
【００７０】
　他の好ましい可能な実施形態では、領域部分上の、それぞれ三次元物体の１つ、２つ、
３つ、４つまたは５つ、または５つより多い、好ましくは密着した（必ずしも密着してい
る必要はない）層が、それぞれ５００メガパスカル（ＭＰａ）未満の弾性率である硬化性
ポリマーまたは硬化反応性樹脂から製造された。５００ＭＰａ未満の弾性率である硬化性
ポリマーまたは硬化反応性樹脂は、単独で、またはこれらの硬化性ポリマーまたは硬化反
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応性樹脂を含む物質混合物の形態で使用することができる。ここで使用される硬化性ポリ
マーまたは硬化反応性樹脂の弾性率は、例として、４００ＭＰａ未満、２５０ＭＰａ未満
、好ましくは２００ＭＰａ未満、より好ましくは１５０ＭＰａ未満、さらに好ましくは１
００ＭＰａ未満、例えば、１～１００ＭＰａの範囲、または５～５０ＭＰａの範囲である
。特に好ましい実施形態では、５００ＭＰａ未満の弾性率であるこれらの層は、熱可塑性
物質、例えば、ポリウレタン（ＰＵ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）、ＴＰＯ（オレフィン
、主にＰＰ／ＥＰＤＭ、例えばＳａｎｔｏｐｒｅｎｅ（ＡＥＳ／Ｍｏｎｓａｎｔｏ）系熱
可塑性エラストマー）などの熱可塑性エラストマー（ＴＰＥ）、ＴＰＶ（オレフィン、主
としてＰＰ／ＥＰＤＭ、例えばＳａｒｌｉｎｋ（ＤＳＭ）、Ｆｏｒｐｒｅｎｅ（ＳｏＦｔ
ｅｒ）系架橋熱可塑性エラストマー）、ＴＰＵ（ウレタン系可塑性エラストマー（可塑性
ポリウレタン）、例えばＤｅｓｍｏｐａｎ、Ｔｅｘｉｎ、Ｕｔｅｃｈｌｌａｎ（Ｂａｙｅ
ｒ））、ＴＰＣ（熱可塑性ポリエステルエラストマー／熱可塑性コポリエステル、例えば
、Ｋｅｙｆｌｅｘ（ＬＧ　Ｃｈｅｍ））、ＴＰＳ（スチレンブロック共重合体（ＳＢＳ、
ＳＥＢＳ、ＳＥＰＳ、ＳＥＥＰＳ、ＭＢＳ）、例えばＳｔｙｒｏｆｌｅｘ（ＢＡＳＦ）、
Ｓｅｐｔｏｎ（Ｋｕｒａｒａｙ）、ｔｈｅｒｍｏｐｌａｓｔ（Ｋｒａｉｂｕｒｇ　ＴＰＥ
）またはＳａｘｏｍｅｒ（Ｐｏｌｙｐｌａｓｔ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄ　Ｗｅｒｋ　ＧｍｂＨ
））、好ましくはＰＥ、ＰＵまたはＴＰＥ（特にそれぞれ繊維と混合されてもよいＴＰＵ
またはＴＰＶ）からなる。これらの流動性および硬化性物質混合物の弾性率（押出プロセ
スの条件下で）は、例として、繊維の使用のために高くなり得るが、ここで使用されるポ
リマーの弾性率はそれぞれ５００ＭＰａ未満である。
【００７１】
　他の好ましい実施形態では、流動性および硬化性物質混合物（例えば２Ｃ　ＰＵ、２Ｃ
　ＥＰ、水分硬化性ＰＵ系、空気硬化性またはフリーラジカル硬化性不飽和ポリエステル
、または例えば、ビニル化合物およびアクリル化合物系ＵＶ硬化反応性樹脂）において適
切な、本発明のプロセスにおける第１の層を製造するためのポリマー、好ましくは反応性
樹脂の弾性率は、少なくとも５００メガパスカル（ＭＰａ）、好ましくは８００ＭＰａ、
より好ましくは１ＧＰａ、さらに好ましくは１．５ＧＰａ、例えば５００ＭＰａ～２０Ｇ
Ｐａの範囲、または８００ＭＰａ～１０ＧＰａの範囲である。これらの流動性および硬化
性物質混合物の弾性率（押出プロセスの条件下で）は、例として、繊維の使用のために高
くなり得るが、ここで使用されるポリマーの弾性率は少なくとも５００ＭＰａである。
【００７２】
　好ましい実施形態では、流動性および硬化性物質混合物（例えば、２Ｃ　ＰＵ、２Ｃエ
ポキシ、水分硬化性ＰＵ系、空気硬化性またはフリーラジカル硬化性の不飽和ポリエステ
ル、または例えばビニル化合物およびアクリル化合物系ＵＶ硬化反応性樹脂）において適
切な、本発明のプロセスにおける少なくとも１つのさらなる層の製造のための、少なくと
も１つの他のプラスチックの弾性率は、少なくとも５００メガパスカル（ＭＰａ）、好ま
しくは８００ＭＰａ、より好ましくは１ＧＰａ、さらに好ましくは１．５ＧＰａ、例えば
５００ＭＰａ～２０ＧＰａの範囲、または８００ＭＰａ～１０ＧＰａの範囲である。これ
らの流動性および硬化性物質混合物の弾性率（押出プロセスの条件下で）は、例として繊
維の使用によってさらに増大させることができるが、この物質混合物に使用されるポリマ
ーまたは反応性樹脂の弾性率はそれぞれ少なくとも５００ＭＰａである。
【００７３】
　他の実施形態では、流動性および硬化性物質混合物（例えば、それぞれ繊維と混合され
てもよいＴＰＵまたはＰＣ）において、少なくとも１つのさらなる層の製造のための、他
のプラスチックの弾性率は、５００メガパスカル（ＭＰａ）、例えば、１ギガパスカル（
ＧＰａ）を超える、例えば１ＧＰａ～３ＧＰａの範囲、または１ＧＰａ～２．５ＧＰａの
範囲である。しかし、これらの流動性および硬化性物質混合物の弾性率（押出プロセスの
条件下で）は、例として繊維の使用のために冷却／硬化後になお一層高くすることができ
る。しかし、弾性係数は２０ＧＰａ以下であるべきであり、そうでなければ、ノズルを介
した押出またはインクジェットヘッドを介した通過を達成することが非常に困難であるか
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らである。好ましい実施形態では、５００ＭＰａを超える弾性率値を有するポリマーまた
は反応性樹脂からなるこれらの層は、第１の層の領域よりも小さい領域範囲を有し、例と
して、本発明のプロセスで塗布される第２の層または次の層によって形成される領域の広
がりは、第１の層の領域に対して０．０１～９９％、例えば０．１～９５％または０．１
～９０％または０．１～８０％である。
【００７４】
　層
　本発明の積層造形プロセスにおける各層の製造は、材料を幾何学的データに従って材料
ラインの形態でラインごとに堆積させることによって達成される。
【００７５】
　材料ラインの形態の材料は、好ましくは、液滴の形態で、ベースプレート上に、または
ベースプレート上に既に存在し得る層の１つに塗布される。本発明の目的のために、液滴
は、各空間方向の最大寸法が１ｍｍ以下、好ましくは０．５ｍｍ以下、または好ましくは
０．１ｍｍ以下の任意の量の材料を意味する。液滴の平均直径は、好ましくは０．０１～
１ｍｍの範囲、または好ましくは０．０５～０．７ｍｍの範囲、または好ましくは０．１
～０．５ｍｍの範囲である。本発明における平均直径とは、最大寸法を有する位置におけ
る液滴の直径と最小寸法を有する位置における液滴の直径とから算出される平均値を意味
する。ここで、液滴は、ベースプレートまたは前に塗布された層の全領域に、または単に
ベースプレートまたは前に塗布された層の領域の一部に塗布することができる。液滴は、
円形、楕円形、多角形、およびこれらのうちの少なくとも２つの組み合わせからなる群か
ら選択される形状を有することができる。三次元物体の形成のための少なくとも１つの材
料ライン、好ましくは少なくとも２つの材料ライン、または好ましくは材料ラインの全て
が、好ましくは、液滴の形態でベースプレートに、または前に塗布された層に塗布される
。
【００７６】
　液滴の粘度およびサイズ、およびこれらの間の距離が適切である場合、液滴は合体して
、コーティングされる表面、例えばベースプレートまたは前に塗布された層の全領域を覆
う材料ラインを与えることができる。あるいは、液滴の間の距離は、液滴の形態で互いに
分離した材料ラインが、ベースプレートまたは前に塗布された層の一部のみを覆うように
選択することができる。材料ラインによって覆われたベースプレートの部分または前に塗
布された層の部分は、ベースプレートの全領域または前に塗布された層の全領域に対して
、２～１００％の範囲、または好ましくは１０～１００％、または好ましくは２０～１０
０％、または好ましくは５０～１００％である。従って、個々の層がそれらの２つより多
い直接隣接する層と接触することができる三次元物体を製造することが可能である。
【００７７】
　液滴の体積は、好ましくは１ｐｌ～５００μｌの範囲、または好ましくは５ｐｌ～４０
０μｌの範囲、または好ましくは１０ｐｌ～３００μｌの範囲である。液滴から好ましく
形成された材料ラインの長さは、好ましくは０．１ｍｍ～１００ｍの範囲、または好まし
くは０．５ｍｍ～５０ｍの範囲、または好ましくは１ｍｍ～１０ｍの範囲である。塗布後
の材料ラインの厚さは、好ましくは１μｍ～１．２５ｍｍの範囲、または好ましくは５μ
ｍ～０．９ｍｍの範囲である。
【００７８】
　長い間知られているインクジェットなどの堆積プロセスに沿って材料ラインの形態で材
料を塗布するために使用できるプロセスの例は、ＡＲＢＵＲＧ　ＧｍｂＨ＋Ｃｏ　ＫＧの
「フリーフォーマー」デバイスを使用するＡＲＢＵＲＧプラスチックフリーフォーミング
（ＡＰＦ）であり、それは、３Ｄ－ＣＡＤデータを使用して所望の表面上に非常に小さな
液滴を塗布することができる。
【００７９】
　本発明のプロセスは、少なくとも１つの層を製造するために、それぞれ硬化状態で５０
０ＭＰａ以上の弾性率である硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂が、フラットベースプ
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レートまたは基板に材料ラインの形態で流動可能な形態で塗布されることを提供する。こ
れは、製造された層の少なくとも８０重量％、特に少なくとも９０重量％、好ましくは少
なくとも９５重量％、および最大で１００重量％が、この状態で５００ＭＰａ以上の弾性
率である硬化ポリマーおよび／または反応性樹脂からなることを意味する。
【００８０】
　好ましい実施形態は、それぞれ硬化状態で５００ＭＰａ以上の弾性率である硬化性ポリ
マーまたは硬化反応性樹脂が、材料ラインの形態で流動可能な形態でそれぞれの基板上に
塗布されるように、少なくとも第１の層が製造される本発明のプロセスに関する。
【００８１】
　好ましい実施形態は、それぞれ硬化状態で５００ＭＰａ以上の弾性率である硬化性ポリ
マーまたは硬化反応性樹脂が、材料ラインの形態で流動可能な形態でそれぞれの基板上に
塗布されるように、少なくとも第２の層が製造される本発明のプロセスに関する。
【００８２】
　好ましい実施形態は、それぞれ硬化状態で５００ＭＰａ以上の弾性率である硬化性ポリ
マーまたは硬化反応性樹脂が、材料ラインの形態で流動可能な形態でそれぞれの基板上に
塗布されるように、少なくとも５、より好ましくは少なくとも１０、さらに好ましくは少
なくとも１５の層が製造される本発明のプロセスに関する。
【００８３】
　好ましい実施形態は、それぞれ硬化状態で５００ＭＰａ以上の弾性率である硬化性ポリ
マーまたは硬化反応性樹脂が、材料ラインの形態で流動可能な形態でそれぞれの基板上に
塗布されるように、全ての層が製造される本発明のプロセスに関する。
【００８４】
　ここで他の好ましい実施形態は、それぞれ硬化状態で５００ＭＰａ以上の弾性率である
硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂が、材料ラインの形態で流動可能な形態でそれぞれ
の基板上に塗布されるように、第１の層および最終層が製造され、それぞれ硬化状態で５
００ＭＰａ以上の弾性率である硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂が材料ラインの形態
で流動可能な形態でそれぞれの基板上に塗布されるように、第１の層と最終層との間の全
ての層が製造される本発明のプロセスに関する。
【００８５】
　ここで他の好ましい実施形態は、それぞれ硬化状態で５００ＭＰａ以上の弾性率である
硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂が材料ラインの形態で流動可能な形態でそれぞれの
基板上に塗布されるように最初の１～１０層および最終の１～１０層が製造され、それぞ
れ硬化状態で５００ＭＰａ以上の弾性率である硬化性ポリマーまたは硬化反応性樹脂が材
料ラインの形態で流動可能な形態でそれぞれの基板上に塗布されるように最初の１～１０
層と最後の１～１０層との間の（１または複数の）層（好ましくは、全ての層）が製造さ
れる本発明のプロセスに関する。
【００８６】
　本発明のプロセスによって製造される三次元物体の層の層厚は、好ましくは０．０２５
ｍｍ～１．２５ｍｍの範囲、より好ましくは０．１ｍｍ～０．９ｍｍの範囲である。
【００８７】
　本発明のプロセスにおけるノズルからの材料流の排出直径（ノズル出口直径および材料
の速度に比例する）は、好ましくは０．０２５ｍｍ～１．４ｍｍの範囲である。しかし、
これは好ましくは少なくとも０．０３ｍｍである。好ましくはこれは、０．０３ｍｍ～１
．３ｍｍ、より好ましくは０．１５～１ｍｍの範囲である。ノズルの出口直径に対してノ
ズルと基板（フラットベースプレート、インターレイ、または（１または複数の）前に塗
布された層）との間の距離がより小さくなると、層の厚さ（高さ）がより小さくなる。材
料をこのように圧搾して楕円形の断面を有するストランドを得る。非限定的な説明は、材
料の流れの排出直径に対してノズルと基板との間の距離がより短くなると、それぞれの基
板上に新しい層がより良好に接着するということである。
【００８８】
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　本発明のプロセスにおける第１の層は、少なくとも５００メガパスカル（ＭＰａ）、好
ましくは８００ＭＰａ、より好ましくは１ＧＰａ、さらに好ましくは１．５ＧＰａの弾性
率、例えば５００ＭＰａ～２０ＧＰａの範囲、または８００ＭＰａ～１０ＧＰａの範囲の
弾性率であるポリマー、より好ましくは熱可塑性ポリマーから製造されることが好ましい
。
【００８９】
　本発明では、領域部分の異なる層が異なる物質混合物から製造される、または領域部分
の全ての層が同じ物質混合物から製造されることが可能である。さらに、層が異なる物質
混合物からなることも可能であるが、これらの異なる物質混合物中の硬化性ポリマーおよ
び硬化反応性樹脂は、それぞれ同じ硬化性ポリマーおよび硬化反応性樹脂であることが好
ましい（例として、層は様々な色の顔料を含むＰＵ混合物からなることができる）。
【００９０】
　異なる層は異なる形状を有することができる。少なくとも１つの領域部分の形状は、生
成される三次元製品の性質に従って選択され、その外部領域は、本明細書に記載のプロセ
スによって製造される少なくとも１つの領域部分を含む。例としての領域部分が携帯電話
の外郭構造、例えば３Ｄ外形を有する電気器具の筐体、表面構造を備えたパッケージまた
は家具、Ａ、ＢまたはＣ柱状物、自動車のルーフモジュールまたはダッシュボード、シー
ト外郭構造、フィルタバスケット、硬質コルセットまたは整形器具などの医療製品、プロ
テクタ、制振要素、またはフレームワーク構造を有する軽量構造に関する場合、当業者は
、従って、領域部分に対して非対称形状を選択し、そのため、熱成形または深絞りして三
次元物体が与えられた後には、これは既に所望の三次元形状を有する。
【００９１】
　好ましい実施形態では、作動平面内の第１の層の範囲が、三次元物体がそこから成形さ
れる領域部分の層の最大の領域範囲を決定する。
【００９２】
　他の好ましい実施形態では、本発明のプロセスでは、第１の層は、領域に関して、領域
部分内の最大層であり、すなわち、本明細書に記載されるプロセスによって製造される領
域部分の他の層のいずれも、第１の層より大きな領域を有さず、本発明のプロセスにおい
てＸＹ作動平面を直交して見ると、領域部分の他の層のいずれも、Ｘ方向および／または
Ｙ方向において、フラットベースプレート上で第１の層の領域の外側に延在しないことが
特に好ましい。
【００９３】
　他の好ましい実施形態では、第１の層はフラットベースプレート上に成形され、多層直
交座標系における仮想Ｚ軸上の、フラットベースプレートの高さの差の絶対値は（ここで
、ベースプレートはＸＹ平面（図２参照）で定義されている）、フラットベースプレート
上に塗布された第１の層の領域に基づいて最大５％、好ましくは最大３％、より好ましく
は最大１％、さらに好ましくは最大０．５％、特に好ましくは最大０．１％であり、ＸＹ
平面内の領域部分の最大直交範囲は、フラットベースプレートの関連領域上の高さの差よ
り少なくとも５倍、好ましくは少なくとも１０倍、より好ましくは少なくとも２５倍、さ
らに好ましくは少なくとも５０倍、例えば少なくとも１００倍大きい。
【００９４】
　既に説明したように、本発明の目的のためのプロセスでは、層は、互いの距離、および
ノズル出口直径と、ノズルと基板との間の距離との比に従って、硬化領域部分の層内で個
々の（１または複数の）ラインの形態をとり続け、または合体して、切欠きを有すること
ができてもよい二次元の層を形成する個々の材料ラインから構成される。既に述べたよう
に、材料ラインは、ベースプレート上または前に塗布された層上に液滴の形態で塗布され
た材料の領域からなることができる。
【００９５】
　本発明の目的のための「細孔」は、２つの層によって形成され、両層は、層を形成する
材料ライン間の距離を有し、互いに対する２つの層の塗布角度は０°ではない。本発明の
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目的のための「切欠き」は、層内にあり、層の材料で覆われておらず、時には空間的に分
離しているが、互いの少なくとも２つの接触点を有する材料ラインの結果、または塗布方
向にそれ自身と接触／交差する材料ラインの結果生じる領域である（例えば、円）（例え
ば、図１０の六角形のグリッド）。本発明の目的のための「空隙」は、平面の領域が互い
に接触していない層の中断であり、層のこれらの領域の間の距離は、材料ラインの少なく
とも５つの厚さである。
【００９６】
　材料ラインが液滴の形態で塗布される場合、液滴間の距離を変化させることによって、
または液滴のサイズ、例えばそれらの直径を選択して空隙を、この層に材料を有さない細
孔の形態で生成することが可能である。層構造内の複数の層上の同じ位置に材料が塗布さ
れていない場合、複数の材料ラインにわたって空隙を形成することが可能である。層内の
空隙の大きさは、好ましくは０．０１～１ｍｍの範囲、好ましくは０．０５～０．７ｍｍ
の範囲、好ましくは０．１～０．５ｍｍの範囲である。層に垂直な空隙の大きさは、好ま
しくは０．０１～１ｍｍの範囲、または好ましくは０．０５～０．７ｍｍの範囲、または
好ましくは０．１～０．５ｍｍの範囲である。
【００９７】
　前記ラインは、まっすぐであるだけでなく、例として、蛇行パターンで、例えばそれぞ
れの基板上で互いに平行に塗布することができ、または塗布方向を変更することもできる
。
【００９８】
　本発明の目的のための層は、全体を通して、互いに非常に実質的に同一の平行距離を有
し、互いに接触せず、その下に位置する層またはその上に位置する層との接触によっての
み互いに結合される材料ラインからなることができる。層が密着領域からなることも同様
に可能であり、一例は、切欠きまたは空隙を有する、または有しない二次元層である。密
着層は、さらに、互いに平行に延在しない材料ラインからなることができるが、少なくと
も２つの材料ラインが互いに２回以上接触し、従って、密着した任意の幾何学的形状、例
えば六角形、または円形または非対称の細孔を形成することができる。このような層の材
料ラインの全ては、隣接する材料ラインとの接触点が２つより多い、好ましくは５つより
多い、さらに好ましくは１０つより多いことが好ましい。
【００９９】
　本発明のプロセスにおける層は、好ましくは、同じ基板上に製造されることを特徴とす
る。ここでは、本発明の目的のために、層が互いに接触していない複数の領域または本発
明で基板上に塗布される材料ラインからなることも可能であり、領域間および／または塗
布の間の材料ライン間の距離は、材料ラインの少なくとも５つ、好ましくは少なくとも１
０、より好ましくは少なくとも２０の厚さである（空隙）。
【０１００】
　本発明のプロセスで塗布される新しい層の基板は、例として、フラットベースプレート
、インターレイまたは最も直近に塗布された層であり得る。本発明の他の実施形態では、
本発明のプロセスで塗布される新しい層の基板は、最も直近に塗布された層だけでなく、
既に塗布された２以上の層である（例えば、最も直近に塗布された層上の切欠きまたは空
隙、または新しい層およびそれ以前に塗布された層よりも小さい最も直近に塗布された層
の場合）。可能な実施形態は、ハニカム構造を形成する層の第２の層上に全面パターンお
よび／またはインスクリプションの２つの層のうちの第１の層、および９０°回転された
平行ラインからなる第１の２つの層の第２の層を塗布することである。第３および第４の
層（ハニカムパターン）における大きな分離（切欠き）のおかげで、２つのパターン／イ
ンスクリプション層のうちの第１の層の材料ラインは、本発明のプロセスにおいてノズル
によって六角形を形成する第４の層の材料ライン、および第２の層の材料ライン上のハニ
カム構造の切欠き内に塗布され、第１の層の材料ラインに対して９０°ずれている。
【０１０１】
　従って、本発明の実施形態は、領域部分および三次元物体、ならびにこれらの領域部分
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および三次元物体をもたらす本発明のプロセスに関し、少なくとも１つの層が２つより多
い前に塗布された層上に塗布される。これは、例として、第１の下層に塗布された第２の
層が、材料ライン、空隙または他の幾何学的切欠き（例えば、六角形の切欠き）間の距離
を有する場合であり、これらは十分に大きいため、第３の層の新しく塗布された材料ライ
ンが第２の層の材料上に広がるるだけでなく、流動可能な状態のレオロジーに基づき、お
よび、第２の層の材料ライン間の距離または第２の層中の空隙のために、材料は、第１の
層の材料上に直接付随して堆積される。しかし、この場合、層は、ハニカムなどの非対称
または幾何学的図形を形成する材料の相互に平行なラインまたは密着領域または密着ライ
ンを介してさらに画定することができる。
【０１０２】
　特に、少なくとも１つの層が、液滴の形態で材料ラインを塗布することによって形成さ
れる場合、前に塗布された層と続いて塗布される層との接触を可能にすることができるが
、これは、ベースプレートまたは前の層の全面被覆の場合に可能ではない。
【０１０３】
　従って、押出中に個々の材料ラインの長手方向の厚さ外形を変更することが可能である
。特に、ここでは、最小厚さ０ｍｍ（この位置での押出なし）を達成することも可能であ
ることが重要である。従って、材料ラインの幅の一部または全部にわたって材料の堆積を
中断し、領域部分の層内の切欠きまたは空隙を達成することが可能である。
【０１０４】
　部品内の空隙（空き領域）の製造のための有利な手順は、適切な切欠き領域における噴
射または押出中にノズル開口を閉鎖すること、またはこの位置でノズルを通る材料の流れ
を中断し、前記領域が横断された後に再開すること、またはノズルの前での材料の前方移
動を停止させ、前記領域が横断された後に再開することである。
【０１０５】
　１つの層内、または層間の材料ラインの密着、または完成した部品の層間強度について
、材料層間の密着結合を最大にすることが重要である。この目的のために、特に、下層の
材料ラインまたはハニカム構造などの幾何学的形状が、さらなる層の塗布中に部分的にの
み硬化し、最終硬化が遅延され、その上に堆積された材料ラインの硬化とともに行われる
ことが意図される。これは、例として、直近に堆積された材料の硬化が、次の材料堆積サ
イクルの間に反応性成分がまだ存在しているような速度で開始される点で可能になる。こ
こで、直近に堆積された材料ラインまたは堆積された材料（連続層、または例えばハニカ
ム構造の場合）の非晶質ポリマーの再結晶化は、少なくとも寸法安定性を保持するのに、
すなわち制御されていない流れを防ぐのに十分制御されなければならない。硬化速度は、
好ましくは、その上に直接堆積された材料ラインの硬化とともに最終硬化が行われるよう
に制御される。
【０１０６】
　既に言及したように、層内で、および材料ライン内でさえ、異なる組成の材料を使用す
ることも可能である。これは、例として、複数ヘッド押出を介して可能であり、例えば、
同じ層に連続して異なる材料（例えば、１つの層内に異なる色）を塗布することを可能に
する。
【０１０７】
　しかしながら、このポリマーまたは反応性樹脂に添加される他の任意の追加の物質とは
無関係に、各層は同じポリマーまたは反応性樹脂からなることが好ましい。従って、好ま
しい実施形態は、領域部分の各層が同じポリマーまたは反応性樹脂を有する材料ラインか
らなる本発明のプロセスに関する。他の実施形態は、領域部分の各層が同じポリマーまた
は反応性樹脂を有する材料ラインからなる本発明のプロセスに関する。
【０１０８】
　領域部分
　本発明の目的のための三次元物品の製造に使用するための「二次元領域部分」とは、生
成的製造プロセスによる製造後で成形前に三次元物体を与える製品を称し、仮想デカルト
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座標系におけるＸ軸およびＹ軸の方向（ΔＸおよびΔＹ）における個々の層の範囲は、そ
れぞれ領域部分の高さの少なくとも５倍、例えば１０倍、好ましくは少なくとも２０倍、
より好ましくは少なくとも３０倍であり、前記高さは、形成された層の数を介して決定さ
れる（Ｚ方向の範囲：ΔＺ）。本発明の目的のための領域部分は、１～最大２００層から
なる、または、第１の層が互いに接触せず、好ましくは互いに平行に走るラインを含む本
発明のプロセスの場合には、２層から最大２００層からなる、好ましくは２次元要素とし
て記載することもできる。「２層から最大２００層まで」という表現は、本発明の目的の
ための領域部分の場合、本発明のプロセスにおいて作動平面に直角に塗布される層（相互
に重ね合わされた層）の最大数を有する領域部分の位置を指す。言い換えれば、本発明の
プロセスにより製造された領域部分の場所には、本発明のプロセスにおいて互いに塗布さ
れた２００を超える層が存在しないが、例として、他の場所では、より少ない層が互いの
上に塗布されることも可能である。
【０１０９】
　好ましい実施形態では、二次元領域部分を形成する層の数は、２～２００の範囲、好ま
しくは２～１５０の範囲、より好ましくは２～１００の範囲、さらに好ましくは２～５０
の範囲である。
【０１１０】
　他の好ましい実施形態では、層の数は１であり、この層は、切欠きを有するまたは有さ
ない２次元層である。
【０１１１】
　領域部分の高さ（層方向（Ｚ軸）に対する領域部分の直交する範囲であり、互いに重な
り合う層の数に比例する）は、１０ｃｍ以下、より好ましくは３ｃｍ以下、より好ましく
は１ｃｍ以下、さらに好ましくは０．５ｃｍ以下である。領域部分の最小高さは、０．０
２５ｍｍであることが好ましく、より好ましくは０．１ｍｍ、さらに好ましくは０．２ｍ
ｍ、例えば０．５ｍｍである。コルセットの場合、好ましくは、領域部分の厚さは０．５
～１．５ｃｍの範囲である。
【０１１２】
　本発明のプロセスにより製造された領域部分は、１～２００層、好ましくは２～１５０
層からなり、ここで、各層の厚さ（高さ）は互いに独立して０．０２５～１．２５ｍｍの
範囲にあることが好ましく、より好ましくは０．１～０．９ｍｍの範囲である。
【０１１３】
　好ましい実施形態では、本発明のプロセスによって製造された領域部分の面積は、少な
くとも５ｃｍ２、好ましくは少なくとも１０ｃｍ２、より好ましくは少なくとも２５ｃｍ
２、例えば少なくとも４０ｃｍ２、少なくとも５０ｃｍ２、または少なくとも１００ｃｍ
２であるが、作動平面における最大直交寸法は、それぞれ、Ｚ平面における最大ずれの少
なくとも５倍、好ましくは１０倍、好ましくは２０倍、より好ましくは３０倍、さらに好
ましくは５０倍である。
【０１１４】
　例として、携帯電話の外郭構造は、現在、熱可塑性フィルムから深絞りされる。均一な
厚さを有するフィルムに基づく現在の方法は、側方領域および湾曲した縁が非常に薄くな
るという欠点を有する。しかしながら、機械的摩耗は、特に側方領域および縁で最大であ
り、従って、これらの領域はしばしば機械的破損（破壊）を受ける。３Ｄ印刷フィルムは
、後続の横方向の領域および後続の縁により多くの材料が印刷されるようなトポグラフィ
を有することができる。本発明のプロセスによって、より多くの材料を塗布することによ
って、または異なる弾性率である異なる材料を印刷することによって、引っ張り力の方向
に沿って特定の補強を実現することも可能である。
【０１１５】
　好ましい実施形態では、領域部分は、互いに平行な材料ラインまたは連続領域からなる
少なくとも１つの層を有する。連続領域からなる層の場合、材料ラインのライン密度は１
００％である。互いに平行な材料ラインからなる層の場合、ライン密度は一般に０．１％
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（２つのライン間の距離は材料ラインの厚さの１０００倍）～１００％（連続領域は塗布
される材料ライン間の距離はない）の範囲にあり、特に好ましくは１％～１００％、例え
ば１０％～１００％である。
【０１１６】
　硬化手順
　本発明のプロセスにおいて少なくとも１つの層を塗布した後、および任意に本発明の目
的のために領域部分を製造するためのさらなる層を塗布した後に、物質混合物を、例とし
て、低または高温重合、またはそれぞれ重付加または重縮合、付加反応（例えばＰＵ付加
反応）、または縮合、または電磁放射線による開始、特にＵＶ照射による開始によって硬
化することができる。熱硬化性プラスチック混合物は、適切なＩＲ放射源を用いて硬化さ
せることができる。
【０１１７】
　従って、好ましい実施形態は、２次元領域部分の硬化が、流動性および硬化性物質混合
物の溶融範囲の温度範囲より下に材料ラインの温度を低下させることによって達成される
プロセスに関する（例として、ＦＦＦプロセスにおける塗布温度は、それに応じて、対応
する流動性および硬化性物質混合物の融点範囲内であるか、または好ましくはそれを超え
る）。
【０１１８】
　他の好ましい実施形態は、ＵＶ活性化硬化剤を使用することによって２次元領域部分の
硬化が達成されるプロセスに関する。ここで適切なＵＶ活性化硬化剤は、例として、それ
らの化学組成に従って、フリーラジカルの光化学的遊離を介して、様々な波長で適切な（
多くの場合二重結合を有する）化合物において硬化反応を開始するＢＡＳＦの商標Ｉｒｇ
ａｃｕｒｅの製品である。
【０１１９】
　先行技術は、印刷可能な種々の二成分または多成分系を記載しており、例として、独国
特許第１９９３７７７０号明細書は、イソシアネート成分およびイソシアネート反応性成
分を含む二成分系を開示している。液滴ジェットは、両方の成分から製造され、結合して
結合液滴ジェットを与えるように方向付けられる。イソシアネート成分とイソシアネート
反応性成分との反応は、結合液滴ジェットで始まる。結合液滴ジェットは、キャリア材料
上に導かれ、そこでポリマーポリウレタンの形成を伴う三次元物品の構築に使用される。
【０１２０】
　フラットベースプレートから領域部分を除去することができる。これは、成形手順の前
に完全に、または三次元物体の成形プロセスの一部としてある程度まで達成することがで
きる。本発明のプロセスにおいてフラットベースプレートと第１の層との間にインターレ
イが存在することが意図されている場合、「フラットベースプレートからの硬化領域部分
の除去」という表現は、フラットベースプレートからのインターレイ（例えば、織物また
はフィルム）とともに領域部分を除去することを称する。
【０１２１】
　本明細書に記載のプロセスによって製造される少なくとも１つの領域部分を含む外部領
域を有する三次元物体
　本発明の目的のための三次元物体は、携帯電話の外郭構造、例えば３Ｄ外形を有する電
気器具の筐体、表面構造を備えたパッケージまたは家具、Ａ、ＢまたはＣ柱状物、自動車
のルーフモジュールまたはダッシュボード、シート外郭構造、フィルタバスケット、硬質
コルセットまたは整形器具などの医療製品、プロテクタ、制振要素、またはフレームワー
ク構造を有する軽量構造などとすることができる。
【０１２２】
　好ましい実施形態では、三次元物体はプラスチック製外郭構造、例えば携帯電話の外郭
構造である。
【０１２３】
　他の好ましい実施形態では、三次元物体は、例えば肩領域または上腕領域のために設計
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された湾曲した物体、好ましくは例えば、例としてモーターサイクルアパレルに使用され
るタイプの肩、上腕または肘用の個々に設計されたプロテクタであり、前記物体は本明細
書に記載のプロセスによって製造される。
【０１２４】
　成形
　三次元物体は、このプロセスの条件（例えば、高温）が領域部分に何らの損傷も生じさ
せない限り、深絞り法または二次元領域部分からの熱成形によって製造することができる
。本発明のプロセスで使用される硬化性ポリマーまたは反応性樹脂、特に熱可塑性物質の
成形のための実施および深絞りプロセスまたは熱成形のためのそれぞれの条件は、当業者
に知られているか、または日常の実験を通じてそのような当業者によって決定することが
できる。
【０１２５】
　熱成形の場合、成形は所定の型（雄型とそれに一致する雌型）を介して達成され、その
間に成形される要素が固定される。本発明の目的のためには、２次元領域部分の平面領域
が、成形中に２次元領域部分の平面に直交するＺ軸で成形されることが不可欠である。こ
こでは、三次元物体をこれから冷却することによって設定が達成される。従って、例とし
て湾曲プロテクタを製造することが可能である。
【０１２６】
　個別のプロテクタ
　本発明の１つの態様は、ユーザのために適切に設計されたプロテクタを製造するための
プロセスを提供し、プロセスは、ａ）ユーザの関連する身体領域形状データを決定するス
テップと、ｂ）１つまたは２つの態様のプロセスに従ってステップＩ）～Ｖ）またはｉ）
～ｉｉｉ）に従って、領域部分の製造のために３Ｄ身体領域形状データを変換するために
計算するステップと、ｃ）請求項１～１３のいずれか一項に記載のプロセスにおける三次
元物体を製造するステップであって、ステップＶＩ）またはステップｉｖ）、すなわち三
次元成形が、ステップａ）からのユーザの身体領域形状データに従って深絞りまたは熱成
形によって行われるステップを含む。
【０１２７】
　身体領域形状データと３Ｄ身体領域形状データという表現は、同義語として使用される
。
【０１２８】
　ステップａ）では、ユーザの領域（例えば、上腕、大腿、上体、頭、前腕、下肢または
それらの一部）の三次元身体寸法が測定され、これらはプロテクタによって保護される領
域である。これは、例としてレーザーの使用によって達成することができ、または保護す
るユーザ領域の印象をとることができ、三次元印象は、例として、レーザーによって、ま
たは当業者に公知の方法によって測定することができる。
【０１２９】
　データは、例として、コンピュータに格納することができ、ステップｂ）では、本発明
のプロセスにおいて領域部分が製造され、次いで、ユーザの身体領域形状の寸法に従って
深絞りまたは熱成形されるように三次元構造上で変換計算を実行することができる（ｃ）
。
【０１３０】
　ステップａ）において、身体領域形状データは、様々な構成（例えば、弛緩筋または腱
の筋肉、屈曲／伸長）について測定することができる。容易に利用可能なコンピュータプ
ログラムを使用することにより、ステップｃ）において、プロテクタの適用後にも、保護
を必要とする身体領域の全ての動きを実行することができるように、プロテクタの必要な
形状を計算することが可能である。身体領域の自由な動きを可能な限り容易に保持するた
めに、プロテクタと保護を必要とする身体領域との間の移動のための空間を保持するよう
にプロテクタのサイズを計算することも容易に可能である。
【０１３１】
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　三次元成形を提供する深絞りプロセスまたは熱成形プロセスは、例として、身体領域形
状データに従って製造された三次元型で行われ得る。
【０１３２】
　本発明を、実施例および図１～１２を参照してより詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【０１３３】
【図１】図１は、ポリマーワイヤスプール１、押出機２、および出口直径４を有する出口
ノズル３の形態でポリマー／物質混合物を供給する典型的なＦＦＦプロセスのセットアッ
プを示しており、ここで、ポリマーワイヤスプールからの液体物質混合物は、出口ノズル
３から基板に材料ラインの形態で塗布される。ここでは、複数の材料ラインが、単層の形
態のフラットベースプレート５の形態の基板上に製造され、前記ラインは、接続された材
料ラインからなる連続領域、または互いに接続された幾何学的形状からなる領域を形成す
ることができ、一例はハニカム構造体である。具体的には、図１は、フラットベースプレ
ート５上の２次元領域部分の製造プロセスの図であり、第１の層６および第２の層７が既
に完成しており、第３の層７’が第２の層７に塗布されているところである。
【図２】図２は、軸Ｘ、Ｙ、Ｚを有するデカルト座標系を上に投影したフラットベースプ
レート５を示す。
【図３】図３は、ジェットノズル３の形態の出口ノズルによるフラットベースプレート５
上への材料の第１の層の材料ラインの塗布を示す。第１の層６は、個々の材料ライン６１

～６８から構成される。
【図４】図４は、ジェットノズル３によってフラットベースプレート５上に、方向の変化
を示す第１の平面６’について塗布され、互いに平行に延在する材料ライン、および第１
の面６”について互いに平行に延在し、蛇行したラインで塗布された材料ラインを示す。
【図５】図５は、第２の層７を第１の層６上に塗布する図であり、ここで、第２の層７の
材料ライン７１～７３は、第１の層６に第１の層６の材料ライン６１～６８の塗布方向に
対して８０°の角度で塗布される。
【図６】図６は、携帯電話の外郭構造を製造するための硬化領域部分の断面を示す。
【図７】図７は、図６の硬化領域部分の熱成形により製造された携帯電話の外郭構造の断
面図を示す。
【図８】図８は、表面構造を有する携帯電話の外郭構造の製造のための硬化領域部分の断
面を示す。
【図９】図９は、表面構造を有する図８の硬化領域部分の熱成形によって製造された携帯
電話の外郭構造の断面を示す。
【図１０】図１０は、プロテクタの製造のための六角形の層からなる領域部分の平面図を
示す。
【図１１】図１１は、図１０の硬化領域部分の断面図を示す。
【図１２】図１２は、図１０および図１１の硬化領域部分の熱成形により製造されたプロ
テクタの断面図を示す。
【０１３４】
　以下のパラメータ範囲は、ＦＦＦによる本発明の２次元領域部分の製造のための好まし
いパラメータ範囲である。
【０１３５】
　ベースプレートの温度：２０℃～２５０℃の範囲、特に６０℃～２００℃の範囲、例え
ば８０℃
　ノズルの温度：１２０℃～４００℃の範囲
　横断速度：１ｍｍ／ｓ～６０ｍｍ／ｓの範囲
　フィラメント直径：１．５ｍｍ～３．５ｍｍの範囲
　ノズルの直径：０．３ｍｍ～１ｍｍの範囲
　層の厚さ：０．１ｍｍ～０．９ｍｍの範囲（ノズルと最上層との間の距離がノズル直径
より小さく、従って、材料は圧縮されて楕円形の断面を有するストランドを与えるため、
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　ライン幅：０．３ｍｍ～１ｍｍの範囲でノズルに依存

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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